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平成 31 年 2 月 4 日	

水産庁加工流通課	

	

水産加工・流通関係団体	 各位	

	

改元に伴う情報システム改修等への対応について	

	

	 日頃から水産施策の推進等にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。	

	 天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成29年法律第63号）に基づく

皇位の継承に伴って、2019年５月１日に改元が行われることとされておりま

す。	

	 また、新元号については、国民生活への影響を最小限に抑える観点から、

改元に先立ち、４月１日に公表される予定です。	

つきましては、貴団体におかれましても、改元に伴う情報システム改修等

への対応に万全を期していただきますとともに、このことについて加盟法人

等に周知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。	

また、「新元号対応状況に関するアンケート」（下記ウェブサイト）につき

ましても、貴団体ご自身の情報システムについて、回答いただきますようご

協力をお願いいただきますとともに、加盟法人等へも当該法人等の情報シス

テムについて、アンケートにご協力いただきますよう周知願います。	

アンケートの回答は簡単な内容となっておりますので、お忙しいところ恐

縮ですが、２月22日(金)までにお願いします。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

【アンケート回答ウェブサイト】

https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/joho/kaigen0501.html	

なお、ご検討の一助として、改元に伴う情報システム改修等への対応例を

併せて送付させていただきますので、引き続き、新元号への円滑な移行に向

けてご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。	

【連絡先】 
	 水産庁加工流通課	 総括班 
	 代表	 03-3502-8111	 （内線	 6619） 
	 直通	 03-3502-8427 
 



＜参考：改元に伴う情報システム改修等への対応例＞	

１. 情報システム改修に向けて想定される段取り・工程	
《新元号公表前に行う作業》	

（１） 和暦の使用状況の調査とシステム改修計画の策定	
（２） 他のシステムとの連携における連携先の対応方針の確認	
（３） プログラムの修正と動作テスト	
（４） 修正したプログラムの適用などのリリース作業のリハーサル	
	

《新元号公表後に行う作業》	

（１） 新元号の適用（仮元号から新元号に置き換える作業のみならず、OS等
のアップデート含む）	

（２） 印字や表示を含め、処理が適正に行われているかどうかのテスト	
（３） 他システムとの連携のテスト（動作確認、エラー修正、再確認等）	

	

２. 改元対応において留意すべき事項	
（１） 自社内のシステムについて	

（特に複数のベンダーに対応を依頼する場合、）自社内のシステム間

連携における新元号での連携のルールや改修の必要箇所を把握・確認

した上で、テスト計画を立案できているか	

（２） 自社外のシステムとの連携について	
① システム連携先の対応方針について確認し、和暦の使用箇所、改修の
必要箇所を把握できているか	

② 自社外のシステムとの連携におけるテスト計画を立案できているか	
	

３. システム改修における対応例	
（１） 和暦を使用しているシステムの依存関係を把握し、相互運用を損なわ

ない更新手順の策定	

（２） データを和暦表示で保有している場合の改元以降の新元号表	
記への変換	

（３） 書面やシステムの画面上に元号を印字・表示している場合、印字・表
示内容の変更	

（４） 西暦と和暦との変換処理を行っている場合、変換プログラムの修正又
は変換テーブルへの登録	

	

※ 	 なお、新元号の公表から改元までの間にすべての作業を完了するこ
とができない場合は、顧客との接点となる箇所など、優先順位を付け

た対応が必要になるとともに、旧元号と新元号が併存する場合の運用

について十分に検討する必要があります。	

（以上）	


